
Keyword

本研究は、国会議員の重国籍をめぐる日本の議論形成へ
の貢献を目的として、イギリスとオーストラリアでの国会議員の
重国籍についての規定（許容・禁止）とその根拠を比較・検
討するものである。イギリスとオーストラリアでは日本と同時期
に国会議員の重国籍が発覚した。オーストラリアの禁止規定が
日本でも報道され、一般的論調はこれに倣うべきとした。しか

しその規定の根拠や、植民地・宗主国の関係により戦前の法
律を共有するイギリスでは許容されていることは報じられな
かった。そこで、本研究は、国会議員の重国籍をめぐる日本の
議論形成への貢献を目的とし、オーストラリアおよびイギリスで
の規定の背景や議論状況を検討した。

国会議員の重国籍をめぐる
イギリス・オーストラリアの比較検討

期待される活用シーン

研究シーズの紹介

その他の研究テーマ

国会議員の重国籍 ●なぜ国会議員の重国籍はオーストラリアで禁止されるのか
●イギリスでは国会議員の重国籍はどう扱われているか

Point

●国籍は国家への忠誠を示すも
の？

国籍は国家との紐帯であるが、
忠誠を示すものではない（イギリ
ス・日本・オーストラリア）

国籍概念は国家により異なる。
オーストラリアでも外国籍＝外国
への忠誠との理解は適切ではな
いとの議論も

●重国籍はいけないことなのだ
ろうか？

国籍・重国籍・比較憲法・イギリス
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国籍による国家の法的構成員性への憲法学的検討―連合王国を対象として―（科学研究費助成事業　若
手研究　課題番号19K13509）
イギリスおよびアイルランド間の自由な越境の形成と変容―共通旅行区域（Common Travel Area : CTA）の点から―
イギリス憲法学におけるレファレンダムへの考察―議会主権の観点から―

イギリスでは国会議員の
重国籍についての規定が
ない。→そもそも国籍概念
があいまい

オーストラリア➡憲法44条i号で禁止
「外国に対する忠誠、服従、若しくは支持の一切が認められる者、外国の臣民若しく
は市民、または権利若しくは特権が付与されている外国の臣民若しくは市民（中略）
の一切の者」
条文の解釈＠裁判所＝国籍条項➡国籍＝忠誠との理解。ただし新たな学説も

イギリス➡被選挙権付与に重国籍規定なし
そもそもコモンウェルス構成国市民でも被選挙権・・・1948年イギリス国籍法により
国籍と忠誠義務は断絶+大英帝国の宗主国としての立場？

Keyword

本研究はラテラルジャンプにおいて体幹の前後動作による
反動を意味する煽りの有無が下肢関節トルクに及ぼす影響に
ついて、逆動力学の手法を用いて比較検討した。その結果、
反動有りラテラルジャンプ（以下LJとする）は反動無しLJと比
較して、体幹角度の変位が有意に大きく、動作様式を適切に
使い分けていたことを確認した。また、反動有りLJは反動無し
LJと比較して、接地局面中盤において有意に高い股関節伸

展トルクを発揮した。さらに、同程度の力発揮を行った場合に
おいても、身体の姿勢による重心位置の違いは、跳躍高に影
響を及ぼした。つまり、体幹の煽りによる反動動作の有無によっ
て、下肢関節トルクには大きな違いが生じ、長期的な視点で
考えると動作様式の選択がトレーニング効果の差異を生む一
要因であることが示唆された。

トレーニングエクササイズの負荷を選択するための
単一被検者における実証研究の妥当性
―ラテラルジャンプの負荷（ストライド）を対象として―

期待される活用シーン

研究シーズの紹介

その他の研究テーマ

体幹角度、トレーニングエクササイズ、バイオメカニクス

健康・スポーツ科学センター
助教

本山 清喬

投動作の技術習得に関する研究
個人差の発生要因に関する研究
やり投げの助走速度獲得に関する研究
体力測定のフィードバックおよび縦断的研究

僅かな動作様式の違いにも注
意し、指導に当たる必要性が高
まる。伝達方法の改善が求めら
れる。

僅かな動作様式の違いにより筋
の発揮度合い（得られる効果）
に違いがあることを理解すること

僅かな動作様式の
変化の影響

●反動有りLJは反動無しLJより体幹角度の変位が大きい。
●反動有りLJは反動無しLJより接地局面中盤において高い股関節伸展トルクを
発揮した。

●同程度の力発揮を行った場合でも、姿勢の違いによる重心位置および地面反
力ベクトルの方向の差異は、跳躍高に影響を及ぼした。
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